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１【提出理由】

英文目論見書の変更に伴い、ブラックロック・グローバル・ファンズ （BLACKROCK GLOBAL FUNDS）（以

下「ファンド」といいます。）のサブ・ファンドであるワールド・ボンド・ファンド（World Bond Fund）

（以下「サブ・ファンド」ということがあります。）（注）の投資方針に関して、以下のとおり重要な変更

がありましたので、金融商品取引法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣

府令第29条第１項および同条第２項第３号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

（注）サブ・ファンドの名称は、2025年５月６日付で「サステイナブル・ワールド・ボンド・ファンド

（Sustainable World Bond Fund）」から「ワールド・ボンド・ファンド（World Bond Fund）」に

変更されました。

 

２【報告内容】

（１）サブ・ファンドの投資方針が、以下のとおり変更されました。

（注）変更箇所には下線を付しています。

 

第一部　ファンド情報

第１　ファンドの状況
２　投資方針

（１）投資方針

＜変更前＞

（前略）

投資スチュワードシップ

ブラックロック・グループは、サブ・ファンドの該当する資産クラスについて、資産の長期的な

価値を保護し、また拡大することを目的として、投資スチュワードシップの約束と議決権行使を

行っている。ブラックロック・グループの経験上、リスク管理の監督、取締役会の説明責任および

規制の遵守を含む健全なガバナンス慣行によって、持続可能な財務業績および価値創造が強化され

る。ブラックロック・グループは、最優先事項として、取締役会の構成、有効性および説明責任に

重点を置いている。ブラックロック・グループの経験上、高い水準のコーポレート・ガバナンス

は、取締役会のリーダーシップと監督の基礎となる。ブラックロック・グループは、取締役会が、

その有効性およびパフォーマンス、ならびに取締役の責任およびコミットメント、交代および承継

の計画、危機管理ならびにダイバーシティに関する取締役会の姿勢を評価する方法に関する理解を

深めることを約束する。

ブラックロック・グループは、その事業の２つの重要な特徴に基づき、投資スチュワードシップ

業務において、長期的な視点を持っている。すなわち、ブラックロック・グループの投資主の大半

が長期的な目標のために貯蓄しており、長期的な投資主であると想定されること、また、ブラック

ロック・グループは、多様な投資ホライズンの戦略を提供しており、投資先企業と長期的な関係を

築いていることである。

持続可能な投資および投資スチュワードシップに対するブラックロック・グループのアプローチ

の詳細については、ウェブサイト（www.blackrock.com/corporate/sustainabilityおよび

https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility）

を参照されたい。

 

ＳＦＤＲ

（後略）

 

＜変更後＞

（前略）
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投資スチュワードシップ

　ブラックロック・グループは、投資家が投資している投資戦略に一致した投資スチュワードシッ

プ活動を通じて、投資家の財務的利益の向上を目指している。そのために、公開企業との対話、サ

ブ・ファンドのための議決権行使、スチュワードシップに関する業界対話への貢献、およびスチュ

ワードシップ活動に関する報告を行っている。

　ブラックロック・グループのスチュワードシップ・アプローチは、以下の主要な要素で構成され

ており、以下に詳述される。

・グローバル原則

・エンゲージメント

・議決権行使

グローバル原則

　スチュワードシップ・プログラムの主な焦点は、健全なコーポレート・ガバナンス慣行および財

務的回復力の促進である。コーポレート・ガバナンスの基準および規範は、市場によって異なる場

合もあるが、ブラックロック・グループの経験上、企業の株主に対する長期的な財務的価値創造能

力に寄与する、グローバルに適用可能なコーポレート・ガバナンスの基本原則が存在する。これら

のグローバル原則における重点分野には、取締役会および取締役（その有効性および構成を含

む。）、株主提案（特に、財務的価値への影響）、ならびにサステイナビリティに関連する重要な

リスクおよび機会が含まれる。グローバル原則の詳細は、

https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-

engprinciples-global.pdfにおいて入手可能である。

エンゲージメント

　エンゲージメントは、企業のビジネスモデルならびに重大なリスクおよび機会をより深く理解す

る機会を提供するため、ブラックロック・グループのスチュワードシップ活動の中核をなす。重大

なリスクおよび機会を評価する際、ブラックロック・グループは、企業のビジネスモデルおよび／

または事業環境に特有で、長期的な財務パフォーマンスに影響を及ぼす可能性のある要因に焦点を

当てている。

　エンゲージメントは、特に企業の開示が十分に明確ではないもしくは完全でない場合、または経

営陣のアプローチが投資家の財務的利益と一致していないように見える場合、ブラックロック・グ

ループの議決権行使の意思決定に影響を与えることもある。

　ブラックロック・グループのエンゲージメントの優先事項は、企業と最も頻繁にエンゲージメン

トを行うテーマを反映している。これらのテーマには関連性があり、ビジネスにおける重大なリス

クまたは機会の源泉となっている。これらのテーマは、以下に重点を置いている。

・取締役会の品質および有効性：取締役会のパフォーマンスを評価する。これは、企業の長期的な

財務的成功および株主の経済的利益の保護に不可欠である。

・戦略、目的および財務的回復力：取締役会および経営陣が企業の目的に沿った事業上の意思決定

を行い、必要に応じて戦略を調整する方法を理解する。

・財務的価値創造に沿ったインセンティブ：報酬方針および結果ならびに株主の財務的利益との関

連性に関する企業の開示情報を評価する。

・気候および自然資本：企業が、ビジネスモデルやセクターの観点から、気候に関連する重大なリ

スクおよび機会に対するアプローチおよび監督、ならびに自然に関連する重大なリスクおよび機

会をどのように管理しているかを理解する。

・企業が人々に与える影響：企業が人的資本管理にどのようなアプローチを取っているか、および

企業にとって重大な人権問題をどのように管理しているかを理解する。

　ブラックロック・グループのエンゲージメントの優先事項に関する詳細は、

https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/blk-stewardship-priorities-

final.pdfにおいて入手可能である。

議決権行使
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　ブラックロック・グループは、企業が投資家の長期的な財務的利益にどのように貢献しているか

について、支持または懸念を表明するために議決権を行使する。ブラックロック・グループの地域

別議決権行使ガイドラインでは、一般的な議決権行使に関する事項についての方針が定められてい

る。ブラックロック・グループは、企業が事業を展開している文脈を考慮しているため、これらの

ガイドラインは規範的なものではない。

　ブラックロック・グループの地域別議決権行使ガイドラインに関する詳細は、

https://www.blackrock.com/corporate/literature/fact-sheet/blk-responsible-investment-

guidelines-emea.pdfにおいて入手可能である。

 

報告

　ブラックロック・グループは、スチュワードシップ活動に関する定期的な報告を行っており、そ

の報告書は、スチュワードシップ方針および活動に関する包括的な資料ライブラリの一部として、

https://www.blackrock.com/corporate/insights/investment-stewardshipにてアクセス可能であ

る。

 

ＳＦＤＲ

（後略）

 

（２）当該変更の年月日

2025年５月６日
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